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平成６年決定生産緑地における特定生産緑地の指定状況
（令和６年12月末時点）

平成６年決定生産緑地の特定生産緑地指定状況（R6.12月末時点）

• 平成６年に都市計画決定された生産緑地の特定生産緑地の指定状況について調査（R6.12月末時点）。
• 特定生産緑地に指定された生産緑地の割合は全体の73.5％、非指定の生産緑地の割合は26.5％（面積ベース
での集計結果）。

都府県別

N=102ha（102都市）

指定

【参考】生産緑地全体の面積（令和6年12月末時点）10,857ha（238都市）
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